
第 1節 はじめに

我が国では､ 電子書籍配信は 10 年以上も

前からなされてきているし､ 電子書籍自体も

少なくとも 1990 年代から存在するものなの

で､ さほど珍しいものではないのであるが､

2010 年に電子書籍は大きなブームとなった｡

それ以降､ 電子書籍配信サイトの開設やさま

ざまな電子書籍端末の発売が立て続けになさ

れている(1)｡ こうしたことの結果として､ 電

子書籍に対する関心や注目度が高まり､ それ

は将来的に出版事業の在り方を根本的に変え

てしまうという見方がなされることもある｡

ここでは､ こうした電子書籍配信の問題を取

り上げるのであるが､ 今後それがどの程度定

着していくのか､ 果たして紙の書籍に取って

代わるようなビジネスとして成功を収めるこ

とができるのか､ 冷静に分析していきたいと

思う｡

第 2 節 我が国における 2000 年以降の電子

書籍配信の動向

電子書籍への取り組みは 1990 年代からな

されてきているが､ そこまで遡ることはせず

に､ 2000 年以降の電子書籍配信に関する主

な動向をみていくことにする｡

電子書籍配信に対する本格的な取り組みが

開始されたのは､ 2000 年 9 月の角川書店､

講談社､ 光文社､ 集英社､ 新潮社､ 中央公論

社､ 徳間書店､ 文藝春秋の 8社による電子文

庫パブリの開設時の頃からであるとみられ

る(2)｡ 現在では､ 電子文庫パブリは 29 社

(2011 年末の時点) が参加する電子書籍配信

サイトに成長している｡ このサイトは､

Windows のパソコンによって利用すること

ができるだけでなく､ iPhone/iPod touch,

iPad といったモバイルでの利用にも対応し

ている｡ そして電子文庫パブリは独自サイト

で電子書籍配信を行っているだけでなく､

App Store にも出店している｡

我が国で電子書籍配信への関心が高まった

のは､ 2003 年から 2007 年頃にかけて専用の

ブック型端末への配信の試みがなされたとき

である｡ 2010 年になって初めて電子書籍ブー

ムが生じたのではない｡

2004 年に､ 当時の松下電器産業 (現在の

パナソニック) と東芝から専用のブック型端

末のΣBook (シグマブック) が発売された

が､ このブック型端末での電子書籍の利用は､

主として次のような方法によりなされた(3)｡

第 1 に､ 取扱書店で､ 書籍のデジタルコン

テンツが予め記録されたSDカード (パッケー

ジ版として販売されるもの) を購入し､ それ

を端末機の SDカードスロットに差し込んで

利用する方法である｡

第 2 に､ インターネット上の配信サイト

(公式サイトのΣBookJp) からパソコンに

ダウンロードした書籍のデジタルコンテンツ

のファイルを SDカードに転送・保存して利

用する方法である｡ もちろん､ その SDカー

ドは､ 端末機の SDカードスロットに差し込
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んで利用することになる｡

ソニーも､ 専用のブック型端末の LIBRI�
(リブリエ) を 2004 年に発売している(4)｡ こ

うした専用のブック型端末への電子書籍配信

の試みは､ 期待されたようにはうまくいかな

かった｡

我が国では､ 最近の電子書籍ブームが起き

る以前から電子書籍配信をリードしてきたの

はケータイ向けの電子コミックやケータイ小

説の配信である｡ 2005 年には､ デジタルコ

ミック協議会が設立されており､ この頃から

ケータイ向け電子コミックやケータイ小説の

利用が拡大してきたのである｡ つまり､ 2010

年に電子書籍ブームが生ずる以前から､ 電子

コミックやケータイ小説という形で電子書籍

の利用は次第に拡大してきていたのである(5)｡

最近､ 電子書籍が再びブームとなったきっ

かけは､ 2010 年に新しい電子書籍端末が次々

に登場し､ それらに対応する配信サイトが次々

に開設されたことである｡ この 2010 年には､

�日本電子書籍出版社協会が設立され､ 電子

書籍配信事業の基盤づくりがなされていくこ

とになった(6)｡

2010 年に発売された主要な電子書籍端末

と､ 開設されたその対応配信サイトを紹介す

ると､ 次のようになる(7)｡

アップル社の iPad は､ 日本では 2010 年

に発売されているが､ その主たる電子書籍の

配信サイトは､ App Store 等である｡ 2011

年には､ iPad 2 が発売されている｡

シャープはガラパゴス (GARAPAGOS)

を発売し､ その対応配信サイトとしてツタヤ

との提携によりツタヤ・ガラパゴスを 2010

年末に開設したが､ 2011 年の秋にツタヤは

シャープとの提携を解消している｡ そして､

シャープはツタヤを運営するカルチュア・コ

ンビニエンス・クラブから株式を買い取って

ツタヤガラパゴスを子会社化し､ ストア名を

ガラパゴスストアに変更した｡ さらにシャー

プは､ 2011 年にガラパゴスの店頭経由での

販売を終了し､ 通信キャリア経由による販売

に変更している(8)｡

ソニーはリーダー (Reader) を発売して

いるが､ その対応配信サイトはリーダースト

アである｡ ソニーは､ 2011 年にリーダーの

新モデルとして､ ネットに直接接続して書籍

のデジタルコンテンツをダウンロードできる

ものを発売している(9)｡ つまりこれにより､

パソコンに依存しなくても単独でネットによ

る電子書籍配信を利用することができる端末

機が出てきたわけである｡

アマゾンは､ 日本で書籍のデジタルコンテ

ンツ配信事業を行うことを 2011 年に表明し

た｡ アマゾンの電子書籍端末のキンドルの日

本での投入・発売も検討されているとのこと

である｡ 今後､ アマゾンの日本の電子書籍市

場への参入が､ 国内の電子書籍配信市場にど

のような影響を及ぼすことになるのか注目さ

れる(10)｡

電子書籍は､ こうした電子書籍専用端末や

多機能タブレット端末で利用するものが話題

となっているが､ もちろんパソコン､ 携帯電

話やスマートフォンでも利用することができ

る｡ 今後､ 従来タイプの携帯電話からスマー

トフォンへの移行が進んでいくとみられるの

で､ スマートフォンの普及に伴って､ スマー

トフォンでの書籍のデジタルコンテンツの利

用が拡大していくものとみられる｡

第 3節 電子書籍配信利用時に必要なビュー

アと対応フォーマットの問題

電子書籍というのは､ 非常に手軽で便利な

ものであるとみられがちであるが､ それを利

用するには､ 端末機やパソコンというハード

ウェアが必要なだけでなく､ 利用する電子書

籍のデジタルコンテンツを閲覧可能にするビュー

アというソフトウェアが必要とされることが

多い｡

電子書籍､ つまり書籍のデジタルコンテン

ツが､ 文字だけで綴られた単なるテキストファ

イルであれば､ 特定のビューアに依存するこ
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となく､ テキストエディタ､ メモソフト､ ワー

プロソフト等の利用により､ 手軽に閲覧・利

用することができる｡ しかしながら､ 書籍の

デジタルコンテンツが､ 何らの工夫も施され

ていないただの単なるテキストファイルであ

れば､ 簡単に複製されてしまうし､ 電子書籍

の利用者の囲い込みもできないことになる｡

電子書籍配信サイトの多くは､ 配信する書

籍のデジタルコンテンツに対応する特定のビュー

アを用意することにより､ こうした問題を解

決しようとしているように思われる｡ つまり､

配信サイトの多くは､ 配信する書籍のデジタ

ルコンテンツを､ 特定の対応ビューアでしか

閲覧・利用することができないようにしてい

る｡ そうすることで､ 単純に複製しただけで

は利用できないようにしたり､ 特定のビュー

ア搭載の端末機や対応ビューア搭載のパソコ

ン等でしか利用できないようにしているもの

とみられるのである｡ また､ 特定のビューア

でしか利用・閲覧することができないように

することにより､ 顧客の囲い込みをすること

ができる｡

このように､ 書籍のデジタルコンテンツを

利用するさいには､ 対応している端末機や対

応ビューア搭載のパソコン等がなければなら

ないのである｡ 言い換えれば､ どの電子書籍

端末でも機種を選ばずに利用できる汎用的な

書籍のデジタルコンテンツのフォーマットと

いうものはそんなにはないのである｡

書籍のデジタルコンテンツのフォーマット

には､ 次のようにさまざまなものがある｡ 例

えばそうしたものには､ アマゾンの Kindle

Store で利用されている AZW､ IDPF (In-

ternational Digital Publishing Forum) の

EPUB､ ボイジャー社の .book (ドットブッ

ク)､ シャープのXMDF､ Adobe 社の PDF､

アップル社のApp Store で利用されている

Apps 等がある｡ 書籍のデジタルコンテンツ

を利用・閲覧するための対応ビューアをみて

みると､ 例えば､ .book が T-Time､ AZW

が Kindle､ EPUB が iBooks､ といったよう

になっている(11)｡

このように､ 書籍のデジタルコンテンツを

パソコンや端末機等で閲覧するさいには､ 一

般的に書籍のデジタルコンテンツのフォーマッ

トに対応した何らかのビューアが必要とされ

ることが多い｡ ただし､ iPad 用のアプリ型

電子書籍のようにビューアが不要のものもあ

る｡ 電子書籍をパソコンで利用する場合には､

利用する書籍のデジタルコンテンツに対応し

たビューアを､ 予め配信サイトからダウンロー

ドしてインストールしておく必要がある｡ 電

子書籍端末に関しては､ 利用できる書籍のデ

ジタルコンテンツに対応したビューアを予め

搭載しているタイプのものもあるが､ 利用す

る書籍のデジタルコンテンツに応じて､ 必要

なビューアをダウンロードしてインストール

するタイプのものもある｡

ここで､ 電子文庫パブリで利用されている

デジタルコンテンツのフォーマットと対応ビュー

アをみてみると､ 次のようになっている(12)｡

まず､ パソコン向けのものには､ .book 形

式と XMDF 形式がある｡ .book 形式に対応

するビューアはボイジャー社製のＴ-Time

5.5 であり､ XMDF 形式に対応するビュー

アはシャープ社製のブンコビューアである｡

次に､ iPhone/iPod touch, iPad向けには､

.book 形式と XMDF 形式の 2 つがあり､ 対

応するビューアはパブリアプリである｡

電子書籍配信サービスを利用するさい､ 書

籍のデジタルコンテンツのフォーマットにさ

まざまなものがあり､ それらに対応するビュー

アにもさまざまなものがあるので､ 利用者に

は統一的な仕方で電子書籍を利用することが

できないという不便がある｡

こうしたことは､ 書籍のデジタルコンテン

ツの元となるものを配信サイトに提供する出

版社にとっても同じことである｡ 出版社が､

書籍のデジタルコンテンツを複数の配信サイ

トに提供するさい､ 個々の配信サイトごとに

対応している特定のフォーマットに変換して

から提供すると､ 単に手間が掛かるだけでな
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く､ 各フォーマットの利用料が掛かってくる

ことになる｡ そうしたところから､ シャープ

とボイジャー社は､ 各出版社が無料で利用で

きる統一的な中間フォーマットを 2011 年度

から提供することにより､ 電子書籍配信ビジ

ネスを促進していくことを表明した(13)｡

出版社は､ この統一的な中間フォーマット

に変換するだけで､ さまざまな配信サイトに

書籍のデジタルコンテンツを提供することが

できるので､ 手間が省けるし､ 利用料の支払

いが不要になる｡ このことは､ 書籍のデジタ

ルコンテンツ配信ビジネスを促進していくこ

とにつながる｡ 各配信サイトでは､ 出版社か

ら提供された中間フォーマットによる書籍の

デジタルコンテンツを､ 当該配信サイトで利

用しているフォーマットに再変換することに

なる｡

書籍のデジタルコンテンツを利用・閲覧す

るさいに､ 特定の対応ビューアを何らかの形

で入手することが必要とされることが多いが､

それは先述のように複製対策や顧客の囲い込

み､ といった理由から必須化されているもの

とみられる｡ ただ､ 特定のビューアの利用が

要求される理由はこれらの理由だけに尽くさ

れるものではないし､ 若干補足説明すること

が必要な点もあるので､ 再度ビューアの必要

性について検討していくことにする｡

電子書籍配信は､ 青空文庫のように無料で

行われているものがあるものの､ 多くの場合

それは有料で行われているものなので､ ビュー

アの利用により著作権保護や課金の仕組みを

組み込む必要がある(14)｡

前述のように､ 書籍のデジタルコンテンツ

を単純なテキストファイル形式で配信する場

合､ テキストエディタやワープロソフト等が

あれば書籍のデジタルコンテンツを簡単に閲

覧できるし､ そのコピーも簡単にできる｡ 著

作権切れのものや著作権フリーのものを無料

で配信するのであれば､ そうしたやり方でも

構わないが､ 著作権保護対象の書籍のデジタ

ルコンテンツを有料で配信する場合には､ 著

作権者の権利を保護するとともに､ 書籍のデ

ジタルコンテンツの購入や利用に対する課金

をするための仕組みを組み込んでおく必要が

ある｡ そのため､ ビューアが必要とされるの

である｡

また､ 個々のビューアの性能や機能等の相

違は､ 書籍のデジタルコンテンツを利用・閲

覧するさいの､ ページレイアウトや文字サイ

ズ調整等の点での読みやすさ､ ページの切り

替えやめくりやすさ､ ページ間移動のしやす

さ､ 書籍タイトルの検索のしやすさ等の電子

書籍端末の操作性の良さに影響を及ぼすもの

なので､ そうした意味でもビューアは必要と

されるものであることは忘れてはならない(15)｡

ワープロでテキストファイルの文章を読むと

きには､ 必ずしも紙の書籍のようなページレ

イアウトにより読むことはできないし､ ペー

ジを切り替えるときは単にスクロールさせる

だけであり､ ページ切り替え時の操作性は電

子書籍端末と比較するとあまり良くない｡ こ

のような意味で､ 書籍デジタルコンテンツに

対応するビューアソフトの利用は不可欠なの

である｡

第 4節 電子書籍の利用状況と電子書籍市場

の規模

ここで､ 我が国における電子書籍の利用状

況がどのようであるのかをみてみることにし

よう｡

電通総研 (2011) によると､ 2009 年度で

電子書籍の購入率の高いデバイスは､ スマー

トフォン (7.5％)､ 携帯電話パソコン併用

(3.3％)､ 携帯電話 (2.9％) である｡ 2010 年

度で購入した電子書籍のジャンルで多いのは､

購入したパソコン用電子書籍のジャンルでは

コミック (62.9％) が多く､ 購入した携帯電

話用電子書籍のジャンルではコミック(57.7

％)が多い｡ 電子書籍への 1 ヶ月間の支出金

額については､ ｢400 円未満まで｣ が 57.6％

を占めており､ その内訳は､ ｢200 円未満｣
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が 30.5％､ ｢200～300 円未満｣ が 8.5％､

｢300～400 円未満｣ が 18.6％となっている(16)｡

また､ 日本経済新聞社の電子書籍の利用意

向に関するアンケート調査結果によると､ 電

子書籍を ｢読むつもり｣ が 19.2％､ ｢すでに

読んでいる｣ が 7.0％となっている｡ そして､

利用者が考える電子書籍の価格水準について

は､ 文庫本の電子書籍の価格は 315 円以下と

いう回答が 68.9％､ 雑誌の電子書籍の価格

は 315 円以下という回答が 67.8％となって

いる(17)｡

みられるように､ 書籍のデジタルコンテン

ツの利用者は､ せいぜいその価格が数百円程

度であるのが妥当であると考えていることが

分かる｡ 紙の書籍ではなく､ 無形のデジタル

コンテンツなので､ 利用者はその価格が低い

のが当たり前であると考えているものと推察

される｡

また､ 電通総研 (2011) によると､ 我が国

の電子書籍市場の規模は 2009 年度で 574 億

円となっているが､ 携帯電話向けがそのうち

の 513 億円を占めている(18)｡ 経済産業省商務

情報政策局監修・�デジタルコンテンツ協会

編 (2011) によれば､ 2010 年度に電子書籍

市場の規模は 650 億円に拡大している(19)｡

2010 年の電子書籍ブームで現れてきた新た

なプラットフォーム向けの電子書籍市場の規

模は､ そのうちの 24 億円を占めているが､

依然として携帯電話向けのものが 572 億円と

大半を占めている(20)｡ こうしたなかで､ 電子

書籍専用端末や多機能タブレット端末等の新

たなプラットフォーム向けの書籍のデジタル

コンテンツ配信が､ 今後どのような伸びをみ

せるのか注目されるところである｡

先に述べたように､ また､ 上述の各調査結

果にみられるように､ 我が国における電子書

籍配信の利用は､ これまでのところ携帯電話

向けが主であり､ 電子コミック等の利用が主

なのである｡ このような書籍のデジタルコン

テンツ流通の日本的な特徴が､ 今後どのよう

に変化していくのか注目される｡ つまり､ こ

のような状況を変化させて､ 電子書籍専用端

末やパソコンでの利用をどの程度拡大させる

ことができるのかが､ 注目されるのである｡

第 5節 電子ソフトウェア流通のメリット

インターネットを通じて､ ここで問題にし

ている書籍のデジタルコンテンツだけでなく､

音楽ソフト､ 映像ソフト､ ゲームソフト等の

さまざまな電子ソフトウェアを流通させるこ

とができる｡ Amor (2000) は､ この電子ソ

フトウェア流通のメリットとしてさまざまな

ものを挙げているが､ それらを企業側のメリッ

ト､ 消費者側のメリットの 2つに区分して整

理し直すと次のようになる(21)｡

まず､ 企業側でのメリットには､ 次のよう

なものがある｡

第 1に､ 物流費用のカットである｡ 電子ソ

フトウェア流通の場合には､ 消費者にネット

を通じてダウンロードさせることにより直接

販売することができるので､ パッケージ製品

のような梱包､ 輸送・配送､ 在庫形成等の物

的流通活動を利用して顧客へと製品を届ける

必要がなく基本的に物流費用は発生しない｡

第 2に､ ニッチ製品や低販売高しか期待で

きないソフトウェア製品を､ 効率的に販売す

ることができることである｡

例えば､ 品切れになった紙の書籍を再版す

る場合､ 十分な需要が見込めず､ あるまとまっ

た部数以上を製作して販売することができな

いのであれば､ 印刷・製本コスト等が回収で

きないので､ その実行は困難である｡ しかし

ながら､ 書籍のデジタルコンテンツの場合に

は､ 紙の書籍のような印刷・製本費用や配本

に掛かる物流費用が発生しないので､ 紙の書

籍で絶版・品切れになったものをデジタル化

して配信することが可能である｡

また､ 限定された読者層からしか注目され

ずニッチ的な需要しか見込めない書籍に関し

ても､ デジタル化して配信するという手段の

利用が可能である｡
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第 3に､ 新製品を迅速に市場に出したり､

製品の置き換えが迅速にできることである｡

例えば､ 電子書籍配信の場合､ 印刷､ 製本､

配送等の手間が要らないので､ 書籍のデジタ

ルコンテンツをすぐにネット配信してリリー

スすることが可能である｡ また､ 製品の置き

換えは､ 配信サーバー内等に蓄えてあるデジ

タルコンテンツの内容等の更新により迅速に

行うことが可能である｡

また､ インターネットによりケータイ小説

の投稿を随時受け付けて､ 読者に配信するサ

イトの運営をしている企業があるが､ このよ

うな形での配信サービスは､ ケータイ小説の

新タイトルを迅速に配信したり､ 新旧タイト

ルを迅速に更新することができるという電子

ソフトウェア流通ならではの特性を活かした

ものといえる(22)｡

第 4 に､ 市場 (ないし販売エリア) が､ 全

世界規模になり､ 迅速にそうした広範な市場

に到達できることである｡ これは､ インター

ネットによるオンライン・ショッピングに共

通してみられるメリットであり､ 特に電子ソ

フトウェア流通のみのメリットではない｡ た

だし､ こうした全世界規模での配信を行うさ

いには､ 全世界的にデジタルコンテンツの配

信を行っている配信サイト等を利用する必要

があるであろう｡

次に､ 消費者側でのメリットには､ 次のよ

うなものがある｡

第 1に､ 即座に製品 (ソフトウェアやデジ

タルコンテンツのこと) が入手できることで

ある｡ 例えば､ 消費者は､ インターネットを

通じて､ 書籍のデジタルコンテンツ､ 音楽ソ

フト等をパソコンのハードディスクやネット

接続機能がある携帯端末等にダウンロードす

ることにより､ 即座にそれらを入手すること

ができる｡

第 2に､ 試してから買うとか､ 利用するご

との支払い､ といった新しい価格支払いの選

択肢が利用可能なことである｡ 例えば､ 音楽

ソフトは試聴してから購入することが可能で

あるし､ 書籍のデジタルコンテンツに関して

もその中身を一部分試し読みしてから購入で

きるようにしているサイトがある｡ また､ 電

子書籍配信サイトのなかにはレンタルを行っ

ているところがあり､ 顧客は書籍のデジタル

コンテンツを利用するその都度料金を支払う

ことになる｡

電子ソフトウェア流通には､ 企業側にも消

費者側にもこうしたメリットがあるものと期

待されるところから､ ネット配信事業に対す

る取り組みがなされているのであろう｡

第 6節 書籍のデジタルコンテンツ配信の課

題・問題点

デジタルコンテンツの配信に関しては､ 従

来から違法コピーや海賊版がネット上に出回っ

ており､ 違法配信がなされているという問題

がある｡ 最近では､ P2P (ピアツーピア) 等

のファイル交換技術を利用した､ 個人間での

違法な各種ファイル交換の横行という問題だ

けではなく､ さらに複雑な問題が生じてきて

いる｡ 例えば､ 紙の書籍をスキャナ等を用い

てデジタル化し､ 著者に無断で違法に配信サ

イトで販売していた､ といった問題が出てき

たのである(23)｡ このような違法配信､ 違法コ

ピー等の問題は､ なかなか根絶するのが難し

いのが実情である｡

書籍のデジタルコンテンツ配信の課題の 1

つとして挙げられているのが､ 著作権処理の

問題である｡ つまり､ 書籍のデジタルコンテ

ンツを配信するさい､ 出版社はほとんど著作

権をもっていないので､ 書籍の著作権者から

許諾を得る必要があることである(24)｡ この著

作権処理の問題をクリアしないと､ 書籍のデ

ジタルコンテンツ配信の展開が円滑になされ

ないことになる｡

書籍のデジタルコンテンツの配信をすると

きには､ 著者から許諾を得なければならない

だけでなく､ 村瀬拓男氏が指摘するように､

著者がある出版社から電子出版して配信した
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書籍のデジタルコンテンツを､ 当該出版社と

の契約満了後に､ 自らネット配信したり､ 他

の出版社からネット配信しても､ 最初に契約

した出版社サイドは､ 現状の法律では異議を

申し立てられないのである(25)｡ つまり､ 出版

社にとっては､ 単に手間が掛かるだけでなく､

出版社の権利保護がなされないという問題が

あるのである｡

そして､ こうした問題だけでなく､ 書籍の

デジタルコンテンツの配信に掛かる費用の問

題もある｡ 野辺名 (2000) は､ デジタルコン

テンツの配信ビジネスでは､ ｢流通コストが

抑えられるというのは間違いである｣ として

いる(26)｡ つまり､ 企業がデジタルコンテンツ

配信を行っていくさいには､ ①課金・認証コ

スト､ ②デジタルデータ化に掛かる費用､ ③

電子透かし処理に掛かる費用､ ④閲覧・再生

用ソフトウェア利用に掛かる費用､ ⑤ホスティ

ング処理に掛かる費用､ ⑥その他 (権利処理

等に掛かる人件費) の費用､ ⑦サーバー代､

といったさまざまな費用が掛かるので､ 流通

コストを実際には低く抑えられないというの

である(27)｡

こうした野辺名 (2000) の主張は､ 基本的

に正しいものといえる｡ デジタルコンテンツ

配信を収益の上がる事業として行うのであれ

ば､ デジタルコンテンツの配信事業に掛かる

さまざまな経費の総額を上回る収益を上げる

必要性があることはいうまでもないので､ 経

費をカバーすることができるような水準での

料金を徴収しなければならないのである｡

ここで､ 宝島社 (2010) のなかで電子出版

の費用分析がなされているので､ それについ

てみていくことにしよう｡ ただし､ その費用

分析のなかで､ 電子書籍のビューアソフトに

対応するフォーマット使用料の問題が挙げら

れているが､ 先述のように 2011 年度から中

間フォーマットの無償提供が開始されている

ので､ この問題は除外してみていくことにす

る｡

この宝島社 (2010) による電子出版の費用

分析のなかで､ 書籍のデジタルコンテンツ配

信には､ 書籍のデジタルコンテンツの編集や

校正に掛かる費用､ 配信サイトへの年会費､

配信サイト利用に掛かる流通販売費用､ 著者

への印税支払い等のさまざまな費用が掛かっ

てくることが指摘されている(28)｡ この宝島社

(2010) の費用分析は､ 書籍のデジタルコン

テンツの配信をするさい､ 単なるテキストファ

イルの配信をすれば済むものではないことを

考えると､ 十分に納得のいくものである｡

さらに､ そもそも電子書籍配信ビジネスが

収益的なのかどうかという問題もある｡ 宝島

社 (2010) は､ 電子書籍配信ビジネスが儲か

らない 6つの理由として､ 次のようなことを

挙げている(29)｡

第 1 に､ 若年層向けの書籍のデジタルコン

テンツを作っても､ 若年層は利用できないこ

とである｡ つまり､ タブレット端末等の価格

が高く､ 中高生は一部の例外を除いて書籍の

デジタルコンテンツのクレジット決済ができ

ないこと等の点で､ 利用上の支障があるとい

うのである｡

第 2 に､ 30 代～40 代向けのキラーコンテ

ンツがないと､ 電子書籍配信事業の遂行は厳

しいことになるという点である｡ つまり､ そ

のようなキラーコンテンツに該当する著者の

著作・作品の確保ができないと､ 電子書籍が

あまり売れず､ 電子書籍配信事業で収益を上

げるのが難しいというわけである｡

第 3に､ ネットに強い作者や著者は､ 自前

で電子書籍配信事業の全てを行いうるという

点である｡ つまり､ こうした作家や著者の場

合､ 出版社に依存せずに自前で電子書籍配信

事業を行ってしまう可能性があるというわけ

である｡

第 4に､ ユーザーが書籍のデジタルコンテ

ンツをストリーミング配信により利用するさ

いの障害等の問題である｡ つまり､ 端末機に､

ダウンロードしながら再生するというストリー

ミング配信を利用する場合､ 書籍のデジタル

コンテンツの容量が大きいと､ 利用環境等に
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よっては配信が途切れてしまうことがあると

いう問題である｡

第 5に､ 書籍のデジタルコンテンツ配信業

務の管理に多大な必要が掛かることである｡

これは､ 野辺名 (2000) でも指摘されている､

サーバーの維持・管理費用､ 決済システムに

掛かる費用等のさまざまな必要が掛かってく

るという問題点である｡

第 6に､ ネット上では､ 著作や作品の劇的

なヒットは困難であることである｡ ネットユー

ザーは､ ネットの利用により自分の都合の良

い情報ばかり集めてしまう傾向があるので､

劇的なヒットが出にくいという問題点である｡

書籍等のデジタルコンテンツの配信という

と､ 書籍のデジタルコンテンツという無形の

ものを､ ネットで配信するものなので､ やや

もすればたいした費用負担もなく容易に配信

事業を行うことができると考えられがちであ

る｡ しかしながら､ 実際には､ デジタルコン

テンツの配信を行うさいには､ さまざまな費

用が掛かってくることになるのである｡ つま

り､ 紙の書籍等をデジタルコンテンツ化する

のに掛かる費用､ 複製防止機能の組み込みに

掛かる費用､ 課金・決済にかかる費用､ 配信

用サーバーの維持・管理費用あるいは他社の

配信サイトを利用するさいの費用､ 印税や権

利処理費用等のさまざまな費用が掛かってく

るのであるが､ デジタルコンテンツが無形の

ものであり､ ネットを通じて手軽にやり取り

することができるものであることから､ デジ

タルコンテンツ配信が容易に事業化できるも

のと考えられがちなのではないかと思われる｡

デジタルコンテンツ配信を事業化するという

ことは､ 事業遂行に掛かる経費以上の収益を

上げなければならないし､ 配信されたデジタ

ルコンテンツが不正にコピーされて出回るこ

とがないようにさまざまな対策を講じなけれ

ばならないのである｡

しかも､ ネットユーザーは､ 上述のように

配信を受けるデジタルコンテンツの価格が低

いことを期待している｡ 配信事業に伴うさま

ざまな費用が掛かってくるなかで､ 低価格で

のデジタルコンテンツの配信事業を行ってい

くことはなかなか困難なことである｡ 低価格

で書籍のデジタルコンテンツ配信を行う場合

には､ ダウンロードされるデジタルコンテン

ツのタイトル数とそのダウンロード回数が増

加しないと十分な収益を挙げることは困難で

あるとみられる｡ 書籍のデジタルコンテンツ

配信を収益の上がる事業として本格的に行っ

ていくのであれば､ 無形のデジタルコンテン

ツを配信するので､ さほど経費は掛からない

であろうという安易な考え方をするのではな

く､ さまざまな諸経費と予想される収益を綿

密に計算するべきである｡

第 7節 紙の書籍は電子書籍により駆逐され

るのか

紙の書籍は､ 電子書籍により将来的には駆

逐されていくという見方がさなれることがあ

るが､ 本当にそのようになるのであろうか｡

実際には､ 紙の書籍が電子書籍により駆逐さ

れることはないとみられる｡ この点について､

いくつか理由を述べてみることにする｡

第 1に､ 紙の書籍は､ 手軽に利用できる点

で利便性が高いという点である｡ 電子書籍を

利用・閲覧するには､ 先述のように対応端末

機やビューア搭載のパソコン等を用意しなけ

ればならない｡ 端末機の利用時には電池切れ

の心配があるし､ 電子ペーパーならまだよい

が､ 液晶画面で長時間電子書籍を読むと目が

疲れる｡ また､ 電子書籍利用時の端末機等の

操作性は､ 紙の書籍の利用の場合と比較する

とさほど良くはない(30)｡ 紙の書籍の場合には､

このような心配をしなくても読書を楽しむこ

とができる｡

第 2に､ 紙の書籍は保存の仕方に気をつけ

れば､ 長期にわたって保存することができる

ので､ 継続的に利用し続けることができる点

である｡ 電子書籍の利用・閲覧のために必要

な端末機やパソコンには寿命があるし､ 適当
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な時期に買い換える必要性がある｡ そして､

端末機のモデルチェンジやビューアソフト等

のバージョンアップ等への対応の問題もある｡

電子書籍は､ 所詮はデジタルデータなので､

端末機やパソコン等がなければ利用・閲覧す

ることはできない｡ いつまで､ 電子書籍のフォー

マットに対応したビューアを搭載した端末機

やパソコン向け等のビューアソフトがメーカー

等から供給されることになるのかやや不安な

ところもある｡

第 3に､ 電子書籍には､ すぐに入手するこ

とができ､ 一度に非常に多くの冊数の書籍を

端末機等に入れて持ち歩くことができるとい

うメリットがあるものの､ それだけでは紙の

書籍を駆逐するまでには至らないとみられる

点である｡ 紙の書籍の場合でも､ ネット販売

サイトで注文・購入すれば比較的短い時間で

入手することが可能であるし､ 書籍を何冊も

抱えて外出する必要に迫まられる人はそんな

にはいないはずである｡

携帯電話向けの電子書籍配信の利用が多い

のは､ 携帯電話という普及率の高い端末機を

利用して､ 電子コミックを､ 読みたいときに

すぐに読むことができ､ 手軽に利用できるか

らであろう｡ また､ ケータイ小説というのは､

元々ケータイサイトに投稿されるものであり､

ヒット作が事後的に紙の書籍になることはあっ

ても､ 専らネット上で利用・閲覧されている

デジタルコンテンツなので､ それに対するニー

ズが増加すれば､ その配信は当然のことなが

ら伸びていくことになる｡

電子書籍はこのような電子コミックやケー

タイ小説のようなものばかりではないので､

電子書籍の利用拡大を図るのであれば､ 紙の

書籍とは異なる電子書籍ならではの何らかの

工夫をする必要がある｡ そうでなければ､ 紙

の書籍の駆逐どころか､ 電子書籍自体のさら

なる利用拡大を図ることもできなくなるであ

ろう｡ 紙の書籍に対する代替物という側面を

強調するよりは､ 電子書籍それ自体の魅力を

高めていく必要性があるであろう｡

第 8節 おわりに

我が国における書籍のデジタルコンテンツ

の配信には､ 携帯電話向け配信が中心である

という特徴がみられる｡ 最近､ スマートフォ

ンの普及率が高まってきているので､ 従来の

携帯電話機に代わってスマートフォンでのコ

ンテンツ配信の利用が今後増加するという変

化が予測されるものの､ 書籍のデジタルコン

テンツ配信については電子コミック等の利用

が多いのである｡ 今後､ アマゾンの電子書籍

分野での日本市場参入により､ 企業間での競

争が激化していくことが予想されるものの､

書籍のデジタルコンテンツの利用形態がどの

ように変化していくのかはまだ未知数であり

予測がつかない｡

デジタルコンテンツの配信が順調に伸びて

いくためには､ 書籍のデジタルコンテンツ配

信の場合､ 電子書籍端末を利用したさまざま

な書籍のデジタルコンテンツ (小説､ 随筆､

趣味・実用書､ 雑誌等) の利用が順調に伸び

ていく必要性がある｡ 今後の利用動向の変化

を注意深く見守っていく必要があるであろう｡

デジタルコンテンツの配信事業には､ 海賊

版や不正コピーされたものがネット上で流通

することにより損害を被るという問題がつき

ものである｡ つまり､ デジタルコンテンツ配

信事業は､ こうした海賊版や不正コピーが出

回るのをどのようにして防止し､ 著作者の権

利を保護するのかというやっかいな問題を抱

えているのである｡ それに加えて､ 利用者が

低価格でのデジタルコンテンツ配信を求める

なかで､ デジタルコンテンツ配信事業の運営

から発生してくるさまざまな費用をカバーで

きる以上の収益をどのようにして上げるのか

という問題も抱えているのである｡ デジタル

コンテンツ配信事業が､ こうした問題がある

なかで､ どのようにしてさらなる成長を遂げ

ていくのか注目される｡

今後､ 電子書籍配信ビジネスが順調に成長
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を遂げていくためには､ 電子書籍配信がどの

ような種類の書籍のデジタルコンテンツに適

しているのか､ あるいはどのような内容の書

籍のデジタルコンテンツを制作したらよいの

か､ 読者が利用しやすいようにするために､

電子書籍の配信プラットフォームや端末機等

をどのようなものにしていったらよいのか､

といったことを考えていく必要性があるであ

ろう｡ 電子書籍が現れたからといって､ それ

だけで紙の書籍がそれに取って代わられるこ

とはありえない｡ 読者の知的好奇心の充足､

読者への娯楽や夢の提供等を視座に据えたう

えで､ 魅力のある書籍のデジタルコンテンツ

の制作をしたり､ 読者が低コストで簡便に利

用できるビューアや端末機等は何か､ といっ

た観点から電子書籍配信ビジネスを手掛けて

いくべきであると思われる｡

注

� 2010 年以降に発売された電子書籍端末と対応

配信サイトについては､ 次のものを参照のこ

と｡ 『朝日新聞』 の 2010 年 11 月 26 日付け記

事と 2011 年 1 月 12 日付け記事､ 『日本経済新

聞』 2010 年 11 月 30 日付け記事､ 『日経MJ』

2010 年 12 月 12 日付け記事｡

� 電子文庫パブリのURLは､

http://www.paburi.com/paburi/である｡

� 当時の松下電器産業 (現在のパナソニック)

がホームページに掲載していた 『｢読書端末と

電子書籍ビジネスの最新動向｣ ΣBook (シグ

マブック)について』 (2005 年 2 月 2 日) とい

う PDF ファイルの文書による｡ このΣBook

(シグマブック) については､ 『日本経済新聞』

2003 年 4 月 22 日付け記事を参照のこと｡

� リブリエについては､ 『日本経済新聞』 2004

年 3 月 25 日付け記事を参照のこと｡

� 電子コミックやケータイ小説が本格的に配信

開始された頃からの動向については､ 『朝日新

聞』 2006 年 5 月 20 日付け記事､ 『日本経済新

聞』 の 2006 年 5 月 5 日付け記事､ 2006 年 9

月 27日付け記事と2011年 6月 23日付け記事､

『日本経済新聞』 (夕刊) 2006 年 1 月 23 日付

け記事､ 『日経MJ』 2008 年 7 月 25 日付け記

事を参照のこと｡

� この点については､ 『朝日新聞』 2010 年 1 月

13 日付け記事を参照のこと｡

� 2010 年以降に発売された電子書籍端末と対応

配信サイトについては､ 次のものを参照のこ

と｡ 『朝日新聞』 の 2010 年 11 月 26 日付け記

事と 2011 年 1 月 12 日付け記事､ 『日本経済新

聞』 2010 年 11 月 30 日付け記事､ 『日経MJ』

2010 年 12 月 12 日付け記事である｡

また､ �日本電子書籍出版社協会の設立に

ついては､ 『朝日新聞』 2010 年 1 月 13 日付け

記事を参照のこと｡

	 ガラパゴスストアのURLは､

http://galapagosstore.com/web/btopである｡

また､ シャープの ｢株式会社 TSUTAYA

GALAPAGOS がシャープの子会社に｣ とい

う 2011 年 9 月 27 日付けのニュースリリース

を参照のこと (http://www.sharp.co.jp/cor

porate/news/110927-a.html)｡


 ネット接続機能のあるリーダー新モデルPRS-

T1は 2011 年に発売されている｡ ソニーのリー

ダーのホームページのURLは､

http://www.sony.jp/reader/である｡

� アマゾンの日本の電子書籍市場参入の表明に

ついては､ 『日本経済新聞』 2011 年 10 月 20

日付け記事を参照のこと｡

� 『eBook ジャーナル』 Vol. 01､ 毎日コミュニ

ケーションズ､ 2010年 11月 22日､ 46～47ペー

ジ､ 62～63 ページを参照のこと｡

 電子文庫パブリのフォーマットと対応ビュー

アについては､ http://www.paburi.com/pa

buri/guide-format.asp を参照のこと｡

� シャープとボイジャー社の中間フォーマット

の無償提供については､ 『日本経済新聞』 2010

年 10 月 27 日付け記事を参照のこと｡

� 経済産業省商務情報政策局監修・�デジタル

コンテンツ協会編 (2005)､ 133 ページ｡

なお､ 青空文庫のURLは､ http://www.a
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ozora.gr.jp/ である｡

� こうした点については､ 『eBook ジャーナル』

Vol. 01､ 毎日コミュニケーションズ､ 2010

年 11 月 22 日､ 52～53 ページを参照のこと｡

� 電通総研 (2011)､ 63 ページ｡

� 『日本経済新聞』 2010 年 12 月 14 日付け記事

による｡

� 電通総研 (2011)､ 62 ページ｡

� 経済産業省商務情報政策局監修・�デジタル

コンテンツ協会編 (2011)､ 146 ページ｡

� 同上､ 146 ページ｡

� Amor (2000), pp. 248-249.

	 こうしたケータイ小説の配信サービスについ

ては､ 『日経 MJ』 2011 年 10 月 24 日付け記

事を参照のこと｡


 こうした問題については､ 『朝日新聞』 2010

年 12 月 1 日付け記事を参照のこと｡

� この書籍の著作権処理の問題については､ 『宣

伝会議』 2010 年 11 月 15 日号､ 宣伝会議､ 69

ページを参照のこと｡

� こうした点については､ 『eBook ジャーナル』

Vol. 01､ 毎日コミュニケーションズ､ 2010

年 11 月 22 日､ 74～75 ページを参照のこと｡

 野辺名 (2000)､ 146 ページ｡

� 同上､ 143～147 ページ｡

� 宝島社 (2010)､ 40～41 ページ｡

� 同上､ 52～55 ページ｡

� 同上､ 33 ページ｡
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